
医薬品区分に応じたフローチャート

薬局医薬品
要指導医薬品

第1類医薬品 第2類医薬品

購入者の本人確認※2

年令、医薬品の使用状況の確認※3

第3類医薬品

年令、医薬品の使用状況の確認※3
（努力義務）

原則として一人
1包装単位の販売

乱用が疑われる場合は販売の制限

購入者の理解を確認

相談があった場合、必要な情報提供

販売した専門家の氏名、薬局名称、連絡先の伝達

販売記録の作成・保存※3

薬剤師が対応※1 薬剤師または登録販売者

販売記録の作成・保存（努力義務）

※1 要指導医薬品は薬剤師が「対面」販売
※2 例外は大規模災害時など
※3 安心チェックシートの利用もご検討ください
※4 第1類で情報提供が不要の申し出があった場合でも薬剤師の判断で必要時は行う

文書に代えてタブレット端末等などを利用しても可

文書による情報提供※4
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